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和光市 



和光市新倉高齢者福祉センター指定管理者年度協定書 

 

 和光市（以下「甲」という。）と株式会社日本生科学研究所（以下「乙」という。）とは、

和光市新倉高齢者福祉センター管理運営事業（以下「本事業」という。）の実施について締

結した和光市新倉高齢者福祉センター指定管理者基本協定書（以下「基本協定」という。）

第３条に基づき、当該年度における協定書（以下「年度協定」という。）を締結する。 

 

 （年度協定の期間） 

第１条 この年度協定期間は、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までとする。 

 （対価の支払い） 

第２条 甲は、乙に対し本事業に係る対価として金４１，８３３，４８４円の指定管理料

を支払うものとする。 

２ 乙は甲に対し、前項の指定管理料について毎月書面をもって請求するものとする。 

 甲は、前項による指定管理料の請求が適正と認めたときは、当該書類を受理した日から

３０日以内に、乙に対し指定管理料を支払うものとする。 

３ 乙は甲の支払う指定管理料及び基本協定第６条第４号に定める介護予防小規模多機能

型居宅介護サービス提供に関する業務に係る介護報酬並びに和光市新倉高齢者福祉セン

ター設置及び管理条例第１０条の利用料金（以下「利用料金等」という。）の範囲内で本

事業を執行するものとする。 

  ただし、特別の事情が認められる場合は、甲と乙協議の上、甲は追加措置をすること

ができる。 

 （指定管理料及び利用料金等の精算） 

第３条 基本協定書第１３条第１項による収支の結果、本事業に要した経費の額が前条の

指定管理料及び利用料金等の合計額に満たないときは、乙はその差額を甲に返納するも

のとする。 

 （施設の維持補修等） 

第４条 本事業に係る施設の大規模な改築、維持補修等及び備品の取得は、原則として甲

と乙協議の上、行うものとする。 

  ただし、甲の承認を受けた１件２０万円以内の施設の維持補修等及び１件２０万円以

内の備品の取得については、甲が支払う指定管理料の範囲内において乙が行うものとす

る。 

 （合意事項） 

第５条 甲と乙は、別紙の合意事項を遵守するものとする。 

（疑義等の決定） 

第６条 年度協定に定めのない事項及び年度協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙は誠



意をもって協議を行い、これを決定するものとする。 

 

 

甲と乙は、この年度協定の締結を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印の上、

それぞれ各１通を保有する。 

 

 

   平成２２年４月１日 

甲  埼玉県和光市広沢１番５号 

                      和光市長 松本 武洋 

 

 

乙  東京都新宿区河田町３番１０号 

                     株式会社日本生科学研究所 

                     代表取締役社長 青木 勇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

合意事項 

 和光市（甲）と和光市新倉高齢者福祉センター指定管理者株式会社日本生科学研究所（乙）

とは、次の事項について協議し合意したことを確認した。 

 

１ 平成２２年度指定管理料について 

和光市新倉高齢者福祉センターの事業は、事業実施に係る指定管理料と基本協定第６

条第４号に定める介護予防小規模多機能型居宅介護サービス提供に関する業務に係る

介護報酬並びに和光市新倉高齢者福祉センター設置及び管理条例で定める利用料金等

の収入額を合算した収入で実施するものとする。 

２ 指定管理料に含めない経費について 

  平成２２年度指定管理料に送迎業務委託料を含めないものとする。 

３ 送迎業務の実施について 

  送迎業務については、他施設を含め甲が送迎業務事業者と一括契約するものとし、添 

 乗及び配車の手配等に係る調整は乙が行うものとする。 

 運行車両及び台数 マイクロバス標準ステップ付 乗車定員２９名 １台 

  運行日数及び運行ダイヤ 運行は当該施設開所日とし、運行経路等については乙が    

  送迎業務事業者と調整するものとする。 

４ 指定管理者が使用する事務連絡車について 

  事務連絡車については乙がリース会社と契約し、経費については指定管理料の範囲内 

 で賄うものとする。 

５ 事務用及び業務用パソコンについて 

  リース対応とするので、乙が事業者と契約し、経費については指定管理料の範囲内で 

 賄うものとする。 

６ コピー機及び印刷機について 

  リース対応とするので、乙が事業者と契約し、経費については指定管理料の範囲内で 

 賄うものとする。 

７ 企画提案書の情報公開の開示請求に対する承認について 

  開示の請求があったときは、甲が条例に基づき開示するものとする。 

８ 研修の参加について 

  乙は、甲が開催する個人情報保護等の研修会の施設職員の参加について、配慮するも 

 のとする。 

 


